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町 か ら のお 知 ら せ

【受験手続及び受付期間】
●申込用紙の請求　鏡石町役場で交付
※郵便により申込用紙を請求する場合は、封筒の表に赤で「社会人経験者試験申込用紙請求」もしくは「大
　学卒程度試験申込用紙請求」と書いて、140円切手を貼った宛先明記の返信用封筒（角型２号）を必
　ず同封してください。
●受付期間 ６月 12日㈮まで（執務時間中に限ります）
※郵便による申込書提出の場合は、封筒の表に赤で「社会人経験者試験申込」もしくは「大学卒程度試
　験申込」と書いて、必ず簡易書留にて送付して下さい。６月 10日㈬までの消印のあるものに限り受
　け付けます。

社会人経験者 大学卒程度
採用年月日 令和８年 10月 1日 令和９年 4月 1日
試験職種 行政事務 行政事務
採用予定人数 若干名 若干名

資格
昭和62年４月２日から平成 9年４月１日
までに生まれた者（学歴は問いません）で、
民間企業等の職務経験を５年以上有する者。

平成９年４月２日から平成 17年４月１日
までに生まれた者（学歴は問いません）。

試験方法

●第１次試験
　①職務能力試験　②職務適応性検査
●第２次試験
　個別面接等による口述試験及び
　小論文試験

●第１次試験
　①教養試験　②適性検査
●第２次試験
　個別面接等による口述試験及び
　小論文試験

試験期日

●第１次試験
　6月 28日㈰午前９時から
　試験会場　町勤労青少年ホーム
●第２次試験
　7月下旬予定
　試験会場　町勤労青少年ホーム
（第１次試験合格者のみ）

●第１次試験
　7月 12日㈰午前９時から
　試験会場　福島大学
●第２次試験
　9月下旬予定
　試験会場　町勤労青少年ホーム
（第１次試験合格者のみ）

【申込用紙の請求・問い合わせ先】
　〒 969-0492　岩瀬郡鏡石町不時沼 345番地　鏡石町役場総務課
　☎ 0248-62-2111
　※詳細については、町ホームページをご覧ください。

鏡石町職員（社会人経験者行政職・大学卒程度行政職）採用候補者試験を次により行います。

鏡石町新規採用職員を募集します

新採用職員紹介新採用職員紹介

今年度の新採用職員として、役場に
加わりました。
　これから町のために頑張りますの
で、よろしくお願いします！ 税務町民課 税務町民課 主事主事

新山　寛人新山　寛人

Ｎｏ 氏　名 担当区 区　域

１ 大河原健三 久来石 下（９～ 15班）

２ 遠藤喜久子 笠　石 東町、笠石原町

３ 大塚　秀俊 笠　石 中町の一部

４ 幸田　安正 笠　石 南町、大山、笠石、堀米

５ 面川利左子 １　区 中央、中町の一部、本町の一部

６ 大木　弘子 ３　区 池ノ原、桜町、不時沼の一部、本町の一部

７ 藤島　洋子 ４　区 岡ノ内の一部（4区 1～ 12班）

８ 和気由美子 ４　区 前山、岡ノ内の一部（4区 13～ 25班）

９ 真島　優子 仁井田 仁井田、岡ノ内の一部

10 稲田　いみ 鏡　田 大池、鏡田かげ沼町、深内町、蒲之沢町、鏡沼の一部

11 鈴木　　要 鏡　田 五斗蒔町、 川崎町、鏡沼の一部

12 村越千枝子 旭　町 旭町、緑町

13 草野　孝重 豊　郷 豊郷、羽鳥、豊郷中、岡の台

14 添田　英作 成　田 北町、新町、成田東、成田の一部

15 鵜沼　宏則 成　田 河原、諏訪町、成田の一部

16 吉田寿美江 成　田 大宮、成田原町、池の台、成田の一部

17 吉成　秀松 さかい 境、前山、中町の一部

18 村越　栄子 全　域 全域　主任児童委員

19 佐藤　正幸 全　域 全域　主任児童委員

【各地区民生児童委員一覧（敬称略）】
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